
小規模型通所介護費（1日あたり） 

(利用時間 7 時間以上 9 時間未満)            平成 27 年 4 月 1 日法改正に

より 

介護度等 基本単位  入浴加算  合計単位 

要介護 1 735単位  50単位  785単位 

要介護 2 868単位  50単位  918単位 

要介護３ 1,006単位  50単位  1,056単位 

要介護 4 1,144単位  50単位  1,194単位 

要介護 5 1,281単位  50単位  1,331単位 

介護度 基本料金 
加  算  料  金 

合計単位 
   

要支援 1 1,647単位    1,647単位 

要支援 2 3,377単位    3,377単位 

＊別途合計額に２．２％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 

 


